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        公布された規則のあらまし         

 

◇旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

旅館業法等の一部が改正され、生活衛生関係営業等を営む者が当該営業を譲渡する場合において、知事の

承認を受けたときは、営業者の地位を譲受人に承継することができることとされたこと等に伴い、所要の改正

を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 旅館業法施行細則の一部改正 

ア 旅館業の譲渡及び譲受けの承認に関する申請書の様式を定める。 

イ 宿泊者名簿の様式の職業の欄を連絡先の欄に改める。 

ウ その他所要の規定の整備を行う。 

(２) 鳥取県食品衛生条例施行規則の一部改正 

 ア 許可営業者の地位の譲渡の届出は地位承継届により行うものとし、当該届出書の様式の記載事項その他

の規定について所要の改正を行う。 

 イ 営業の許可を受けた者は、ふぐ処理師に変更があった場合には届出を要するものとする。 

 ウ その他所要の規定の整備を行う。 

(３) 鳥取県興行場法施行細則の一部改正 

  (２)アに準じた改正を行う。 

(４) 鳥取県理容師法施行細則の一部改正 

  (２)アに準じた改正を行う。 

(５) 鳥取県美容師法施行細則の一部改正 

  (２)アに準じた改正を行う。 

(６) 鳥取県公衆浴場法施行細則の一部改正 

   (２)アに準じた改正を行う。 

(７) 鳥取県クリーニング業法施行細則の一部改正 

(２)アに準じた改正を行う。 

(８) 鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正 

ア (２)アに準じた改正を行う。 

 イ その他所要の規定の整備を行う。 

(９) 施行期日等 

ア 施行期日は、公布の日とする。 

  イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇宅地造成及び特定盛土等規制法等施行規則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

  鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部が改正され、同条例による規制の対象から盛土その

他土地の形質の変更等が除かれたことに伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の規定による盛土その他土地の形質の変更及び土砂の

仮置きの規制について定めた規定を削る等の所要の規定の整備を行う。 

(２) 施行期日は、鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例第２条の規定の施

行の日とする。 
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規 則 

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここ

に公布する。 

  令和５年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第45号 

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

 

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例（令和５年鳥取県条例第30号）附則た

だし書に規定する規定の施行期日は、令和６年１月１日とする。 
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鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布

する。 

  令和５年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第46号 

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例（令和５年鳥取県条例第55号）の施行

期日は、令和６年１月１日とする。 

 



  令和５年 12月 28日 木曜日     鳥 取 県 公 報             号外第 100号   

- 5 - 

旅館業法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第47号 

  旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 

 

（旅館業法施行細則の一部改正） 

第１条 旅館業法施行細則（昭和33年鳥取県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（営業者地位承継承認申請書の様式） 

第４条 次の各号に掲げる申請書は、それぞれ当該各

号に定める様式により作成して、所管の総合事務所

長に提出しなければならない。 

(１) 省令第１条の３第１項に規定する申請書 様

式第３号 

(２) 省令第２条第１項及び第３条第１項に規定す

る申請書 様式第３号の２ 

 

（営業者地位承継承認申請書の様式） 

第４条 省令第２条第１項及び第３条第１項に規定す

る申請書は、様式第３号により作成して、所管の総

合事務所長に提出しなければならない。 

 

様式第１号（第２条関係） 

（表） 

略  

(裏) 

構

造

設

備 

 略 

便 所  略 

下水道 ・ 浄化槽 ・ くみ取り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

１～５ 略 

様式第１号（第２条関係） 

（表） 

略  

（裏） 

構

造

設

備 

 略 

便 所  略 

下水道 ・ 浄化槽 ・ くみ取り 

旅館業を営む者から当

該旅館業を譲り受けた

者が、変更がない事項

の記載又は添付書類の

２若しくは３の添付を

省略するときは、営業

の譲渡者の署名（営業

を譲り受けたことを証

する書類がある場合は

不要） 

 

 

 

 

 

添付書類 

１～５ 略 

注 旅館業を営む者から当該営業を譲り受けたとき

は、営業の種別の欄、施設の区分の欄若しくは構

造設備の欄の記載事項のうち変更がないものの記

載を省略し、又は添付書類の２若しくは３の書類

のうち変更がないものの添付を省略することがで
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きる。 

 

様式第２号（第３条関係） 

第     号 

旅館業営業許可証 

   

  氏 名 

  （法人にあっては、名称） 

  営業施設の名称 

  営業施設の所在地 

  営 業 の 種 別  

  許 可 条 件 

   旅館業法第３条の規定により、旅館業営業を許

可する。 

     年 月 日 

職 氏 名 印  

 

様式第２号（第３条関係） 

第     号 

旅館業営業許可証 

  住 所 

  氏 名 

   

  営業施設の名称 

  営業施設の所在地 

  営 業 の 種 別  

   

   旅館業法第３条の規定により、旅館業営業を許

可する。 

     年 月 日 

職 氏 名 印  

様式第３号（第４条関係） 

旅館業営業者地位承継承認申請書（譲渡） 

 職 氏 名 様 

 旅館業営業の譲渡による営業者の地位の承継の承認

を受けたいので、旅館業法第３条の２第１項の規定に

より、次のとおり申請します。 

年 月 日 

申請者 （譲受人） 

郵便番号 

       住  所 

氏  名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏

名） 

       生年月日 

電話番号 

 

申請者 （譲渡人） 

郵便番号 

       住  所 

氏  名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏

名） 

電話番号 

 

営業施設 

名 称  

所 在 地  

営業の種別 
旅館・ホテル営業 簡

易宿所営業 下宿営業 
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許 可 番 号

譲 渡 予 定 年 月 日

法第３条第２項各号の

いずれかに該当するこ

との有無及び該当する

ときは、その内容 

有・無

添付書類

 １ 旅館業の譲渡を証する書類 

２ 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款

又は寄附行為の写し 

様式第３号の２（第４条関係） 

旅館業営業者地位承継承認申請書（合併・分割・相

続） 

  職 氏 名 様 

 旅館業営業の合併（分割・相続）による営業者の地

位の承継の承認を受けたいので、旅館業法第３条の３

第１項（第３条の４第１項）の規定により、次のとお

り申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

       住  所 

申請者 氏  名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏

名） 

 

       生年月日 

電話番号 

略 

添付書類 

１～３ 略 

 

様式第３号（第４条関係） 

旅館業営業者地位承継承認申請書 

  職 氏 名 様 

 旅館業営業の合併（分割・相続）による営業者の地

位の承継の承認を受けたいので、旅館業法第３条の２

第１項（第３条の３第１項）の規定により、次のとお

り申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

       住  所 

申請者 氏  名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏

名） 

       生年月日 

電話番号 

略 

添付書類 

１～３ 略 

 

様式第６号（第７条関係）

 （１）表紙 略 

 （２）内容 

   宿泊者名簿 

到着

年月

日 

出発

年月

日 

住所 氏名
連 絡

先 

日本国内に

住所を有し

ない外国人

の場合 

国籍
旅券

番号 

略 

様式第６号（第７条関係）

 （１）表紙 略 

 （２）内容 

   宿泊者名簿 

到着

年月

日 

出発

年月

日 

住所 氏名 職 業

日本国内に

住所を有し

ない外国人

の場合 

国籍
旅券

番号 

略 

（鳥取県食品衛生条例施行規則の一部改正） 
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第２条 鳥取県食品衛生条例施行規則（昭和49年鳥取県規則第52号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。  

改 正 後 改 正 前 

（認定事業者の変更の届出） 

第10条の３ 認定事業者は、住所若しくは氏名（法

人にあっては、主たる事務所の所在地、名称若し

くは代表者の氏名）、施設の名称、屋号若しくは

商号又は第10条第１項第２号に規定する書類に記

載した事項に変更があった場合は、速やかに様式

第６号の５による届書を知事に提出しなければな

らない。 

 

（生食用食肉取扱者の届出） 

第11条の２ 法第55条第１項の許可を受けた者が法

第13条第１項の基準により加工又は調理すること

とされた生食用食肉の加工又は調理を行う者（以

下「生食用食肉取扱者」という。）を置いたとき

（当該許可を受ける前に生食用食肉取扱者を置い

ていた場合にあっては、当該許可を受けたとき）

は、15日以内に、様式第６号の６により、当該許

可に係る施設の所在地を所管する総合事務所長に

届け出るものとする。生食用食肉取扱者を変更し

たときも、同様とする。 

 

（許可証等の再交付申請等の手続） 

第13条 略 

２・３ 略 

４ 認定事業者は、認定証の再交付を受けた後にお

いて亡失した認定証を発見したとき、条例第３条

第３項の規定により認定がその効力を失ったと

き、同条第４項の規定により認定が取り消された

とき、認定に係る施設を廃止したとき、又は第15

条第４項の規定により認定を辞退したときは、認

定証を知事に返納しなければならない。 

 

（地位の承継の届出） 

第13条の２ 省令第67条の２第１項、第68条第１

項、第69条第１項及び第70条第１項（これらの規

定を省令第70条の２第２項において読み替えて準

用する場合を含む。）の届出書は、様式第11号に

よるものとする。 

 

（申請事項等の変更の届出） 

（認定事業者の変更の届出） 

第10条の３ 認定事業者は、住所若しくは氏名（法

人にあっては、主たる事務所の所在地、名称若し

くは代表者の氏名）、施設の名称、屋号若しくは

商号又は第10条の２第１項第２号に規定する書類

に記載した事項に変更があった場合は、速やかに

様式第６号の５による届書を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（生食用食肉取扱者の届出） 

第11条の２ 法第55条第１項の許可を受けた者が法

第13条第１項の規定による生食用食肉の加工基準

により加工することとされた生食用食肉の加工を

行う者（以下「生食用食肉取扱者」という。）を

置いたとき（当該許可を受ける前に生食用食肉取

扱者を置いていた場合にあっては、当該許可を受

けたとき）は、15日以内に、様式第６号の６によ

り、当該許可に係る施設の所在地を所管する総合

事務所長に届け出るものとする。生食用食肉取扱

者を変更したときも、同様とする。 

 

（許可証等の再交付申請等の手続） 

第13条 略 

２・３ 略 

４ 認定事業者は、認定証の再交付を受けた後にお

いて亡失した認定証を発見したとき、条例第３条

第３項の規定により認定がその効力を失ったと

き、同条第４項の規定により認定が取り消された

とき、認定に係る施設を廃止したとき、又は第15

条第３項の規定により認定を辞退したときは、認

定証を知事に返納しなければならない。 

 

（地位の承継の届出） 

第13条の２ 省令第68条第１項、第69条第１項及び

第70条第１項の届出書は、様式第11号によるもの

とする。 

 

 

 

（申請事項等の変更の届出） 
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第14条 略 

２ 法第 55 条第１項の許可を受けた者は、ふぐ処理

師（鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例（平成 16

年鳥取県条例第７号）第２条第３号に規定するふ

ぐ処理師をいう。）に変更があったときは、様式

第 12 号により知事に速やかに届け出なければなら

ない。 

 

（営業の廃止等の届出） 

第15条 省令第71条の２の届出書は、様式第13号に

よるものとする。 

 

 

 

 

 

２ 略 

３ 認定事業者は、条例第３条第１項の認定に係る

施設を廃止したときは様式第13号の２により速や

かにその旨を知事に届け出なければならない。 

４ 略 

 

様式第７号（第12条関係） 

年 月 日 

整理番号： 

              ※申請者、届出者によ 

る記載は不要です。 

職 氏名 様 

営業許可申請書・営業届（新規、継続） 

 食品衛生法（第55条第１項・第57条第１項）の規

定に基づき次のとおり関係書類を提出します。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

略 

添付書

類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面 

 

□ （飲用に適する水使用の場合）水質

検査の結果 

 

 

営業許 許可の番号及 営業の種 備考

第14条 略 

 

 

 

 

 

 

 

（営業の廃止等の届出） 

第15条 法第55条第１項の許可を受けた者、法第57

条第１項の規定による届出をした者又は認定事業

者は、許可又は届出に係る営業を廃止したときは

様式第13号により、条例第３条第１項の認定に係

る施設を廃止したときは様式第13号の２により速

やかにその旨を総合事務所長又は知事に届け出な

ければならない。 

２ 略 

 

 

 

３ 略 

 

様式第７号（第12条関係） 

年 月 日 

整理番号： 

             ※申請者、届出者によ 

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

営業許可申請書・営業届（新規、継続） 

 食品衛生法（第55条第１項・第57条第１項）の規

定に基づき次のとおり関係書類を提出します。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

略 

添付書

類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面（事

業譲渡の場合は省略可） 

□ （飲用に適する水使用の場合）水質

検査の結果 

事業譲

渡 

営業を譲り受けたことを証する旨 

営業許 許可番号及び 営業の種 備考
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可業種 び許可年月日 類

略 

略 

様式第11号（第13条の２関係） 

年 月 日 

整理番号： 

             ※申請者、届出者によ

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

地位承継届 

 下記のとおり、許可営業者（届出営業者）の地位

を承継（譲渡・相続・合併・分割）したので、食品

衛生法（第56条第２項、第57条第２項）の規定に基

づき届け出ます。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

 ※ 承認する施設が輸出食品取扱施設の場合、申

請等の情報は、国の事務に必要な限度におい

て、輸出時の要件確認等のために使用します。 

地位

を承

継す

る者

の情

報 

略 

（ふりがな） 生年月日 年 

月  日生 

届出者氏名 ※法人にあっ 

ては、その

名称及び代

表者の氏名 

被相続人との

続柄 

譲渡

した

者 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

 

電子メールアドレス： 法人番号：

譲渡した者の

氏名（法人に

あってはその

名称及び代表

者の氏名） 

（ふりがな）

譲渡した者の

住所（法人に

あってはその

所在地） 

可業種 許可年月日 類

略 

略 

様式第11号（第13条の２関係） 

年 月 日 

整理番号： 

             ※申請者、届出者によ

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

地位承継届 

 下記のとおり、許可営業者の地位を承継（相続・

合併・分割）したので、食品衛生法（第56条第２

項、第57条第２項）の規定に基づき届け出ます。 

  

※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

 ※ 承認する施設が輸出食品取扱施設の場合、申

請等の情報は、国の事務に必要な限度におい

て、輸出時の要件確認等のために使用します。 

地位

を承

継す

る者

の情

報 

略 

（ふりがな） 生年月日 年 

月  日生 

届出者氏名 ※法人にあっ 

ては、その

名称及び代

表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人との

続柄 
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譲渡年月日 年 月 日 

添付書類 □ 譲渡が行われたことを

証する書類 

（・譲渡契約書等の写し

等、当事者による譲渡

の意思と譲渡の事実が

最低限確認できるもの 

・法人成りの場合は、

当該個人事業主と法人

成り後の法人との譲渡

契約書等の写し等） 

略 

営業

施設

情報 

略 

施設の所在地（自動車において調理する営

業の場合は、当該自動車の自動車登録番

号） 

略 

許可の番号

及び許可年

月日 

営業の種類 備考

略 

営業

施設

情報 

略 

施設の所在地（自動車において調理する営

業の場合は、当該自動車の自動車登録番

号） 

略 

許可の番号

及び許可年

月日 

営業の種類 備考

略 

営業

施設

情報 

略 

施設の所在地（自動車において調理する営

業の場合は、当該自動車の自動車登録番

号） 

略 

許可の番号

及び許可年

月日 

営業の種類 備考

略 

略 

様式第12号（第14条関係） 

年 月 日 

整理番号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

営業

施設

情報 

略 

施設の所在地

 

 

略 

許可番号及

び許可年月

日 

営業の種類 備考

略 

営業

施設

情報 

略 

施設の所在地

 

 

略 

許可番号及

び許可年月

日 

営業の種類 備考

略 

営業

施設

情報 

略 

施設の所在地

 

 

略 

許可番号及

び許可年月

日 

営業の種類 備考

略 

略 

様式第12号（第14条関係） 

年 月 日 

整理番号： 



  令和５年 12月 28日 木曜日     鳥 取 県 公 報             号外第 100号   

- 12 - 

             ※申請者、届出者によ

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

営業許可申請書・営業届（変更） 

 食品衛生法施行規則（第71条）の規定に基づき次

のとおり関係書類を提出します。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

 ※ 太枠項目については変更がある項目のみ記載

してください。 

 ※ 変更がある項目については、項目名を◯で囲

んでください。 

略 

営業許

可業種 

許可の番号及

び許可年月日 

営業の種

類 

備考

略 

略 

 

様式第13号（第15条関係） 

年 月 日 

整理番号： 

             ※申請者、届出者によ

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

廃業届 

 食品衛生法施行規則（第71条の２）の規定に基づ

き次のとおり関係書類を提出します。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

 ※ 太枠内は、必ず記載してください。 

 ※ 色付き箇所は営業許可のみ記載してください。

略 

営業許

可業種 

許可の番号及

び許可年月日 

営業の種

類 

備考

略 

略 

             ※申請者、届出者によ

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

営業許可申請書・営業届（変更） 

 食品衛生法施行規則（第71条）の規定に基づき次

のとおり関係書類を提出します。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

 ※ 太枠項目については変更がある項目のみ記載

してください。 

 ※ 変更がある項目については、項目名を◯で囲

んでください。 

略 

営業許

可業種 

許可番号及び

許可年月日 

営業の種

類 

備考

略 

略 

 

様式第13号（第15条関係） 

年 月 日 

整理番号： 

             ※申請者、届出者によ

る記載は不要です。 

 職 氏名 様 

廃業届 

 食品衛生法施行規則（第71条の２）の規定に基づ

き次のとおり関係書類を提出します。 

 ※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」

の目的に沿って、原則オープンデータとして公

開します。 

   申請者または届出者の氏名等のオープンデー

タに不都合がある場合は、次の欄にチェックし

てください。（チェック欄 □） 

 ※ 太枠内は、必ず記載してください。 

 ※ 色付き箇所は営業許可のみ記載してください。

略 

営業許

可業種 

許可番号及び

許可年月日 

営業の種

類 

備考

略 

略 
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（鳥取県興行場法施行細則の一部改正） 

第３条 鳥取県興行場法施行細則（昭和59年鳥取県規則第60号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

様式第１号（第２条関係）

興行場営業許可申請書 

職 氏 名 様 

 興行場営業の許可を受けたいので、鳥取県興行場法

施行細則第２条の規定により、下記のとおり申請しま

す。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

     申請者  

氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         電話番号 

記 

略 

営業期間 年 月 日から 年 月 日まで 

添付書類 

１～３ 略 

様式第１号（第２条関係）

興行場営業許可申請書 

職 氏 名 様 

 興行場営業の許可を受けたいので、鳥取県興行場法

施行細則第２条の規定により、下記のとおり申請しま

す。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

     申請者  

氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         電話番号 

記 

略 

営業期間 年 月 日から 年 月 日まで 

興行場営業を営む者から当該興行

場営業を譲り受け、添付書類の１

又は２の添付を省略するときは、

営業の譲渡者の署名（営業を譲り

受けたことを証する書類がある場

合は不要） 

添付書類 

１～３ 略 

注 興行場営業を営む者から当該興行場営業を譲

り受けた場合において、添付書類の１又は２の

書類に変更がないときは、当該書類の添付を省

略することができる。 

様式第１号の２（第２条の２関係） 

興行場営業承継届出書 

職 氏 名 様 

 譲渡（相続・合併・分割）により営業者の地位を承

継したので、興行場法第２条の２第２項の規定によ

り、下記のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

様式第１号の２（第２条の２関係）

興行場営業承継届出書 

職 氏 名 様 

 相続（合併・分割）により営業者の地位を承継した

ので、興行場法第２条の２第２項の規定により、下記

のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 
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     届出者 

氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         電話番号 

記 

略 

譲渡（相続開始・合併・

分割）年月日 

年 月 日 

添付書類 

  １ 譲渡、相続、合併又は分割の事実を証する書

類 

  ２ 略 

 

     届出者 

 氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         電話番号 

記 

略 

相続開始（合併・分割）

年月日 

添付書類 

  １ 相続、合併又は分割の事実を証する書類 

 

  ２ 略 

 

（鳥取県理容師法施行細則の一部改正） 

第４条 鳥取県理容師法施行細則（昭和61年鳥取県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（理容所開設者地位承継届出書の様式） 

第９条 省令第20条の２第１項、第21条第１項、第22

条第１項及び第22条の２第１項に規定する届出書

は、様式第10号によるものとする。 

 

（理容所開設者地位承継届出書の様式） 

第９条 省令第21条第１項、第22条第１項及び第22条

の２第１項に規定する届出書は、様式第10号による

ものとする。 

様式第４号（第４条関係）

理容所開設届 

  職 氏 名 様 

 理容所を開設したいので、理容師法第11条第１項の

規定により、次のとおり届け出ます。併せて、その構

造設備について同法第11条の２の規定に基づく検査を

申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

         電話番号 

略 

同一の場所で開設し

ようとする美容所の

開設予定年月日 

 

年 月 日 

様式第４号（第４条関係）

理容所開設届 

  職 氏 名 様 

 理容所を開設したいので、理容師法第11条第１項の

規定により、次のとおり届け出ます。併せて、その構

造設備について同法第11条の２の規定に基づく検査を

申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

         電話番号 

略 

同一の場所で開設し

ようとする美容所の

開設予定年月日 

年 月 日 

理容所の開設者から
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添付書類

１～５ 略 

 

当該営業を譲り受け

た者が、変更がない

事項の記載又は添付

書類の１から４まで

の添付を省略すると

きは、営業の譲渡者

の署名（営業を譲り

受けたことを証する

書類がある場合は不

要） 

添付書類

１～５ 略 

注 理容所の開設者から当該営業を譲り受けたとき

は、管理理容師の欄、従業者の欄、理容所の構造

及び設備の概要の欄、同一の場所で現に開設され

ている美容所の名称の欄若しくは同一の場所で開

設しようとする美容所の開設予定年月日の欄の記

載事項のうち変更がないものの記載を省略し、又

は添付書類の１から４までの書類のうち変更がな

いものの添付を省略することができる。 

様式第10号（第９条関係） 

理容所開設者地位承継届 

職 氏 名 様 

譲渡（相続・合併・分割）により理容所の開設者の

地位を継承したので、理容師法第11条の３第２項の規

定により、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

         生年月日 

         電話番号 

略 

譲渡（相続開始・合併・

分割）年月日 

年 月 日 

添付書類 

１ 譲渡による承継の場合にあっては、次の書類

(１) 営業の譲渡が行われたことを証する書     

類 

(２) 外国人が届出をする場合にあっては、住

様式第10号（第９条関係） 

理容所開設者地位承継届 

職 氏 名 様 

相続（合併・分割）により理容所の開設者の地位を

継承したので、理容師法第11条の３第２項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

         生年月日 

         電話番号 

略 

相続開始（合併・分割）

年月日 

年 月 日 

添付書類 
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民票の写し（国籍等を記載したものに限

る。） 

  ２ 略 

 

 

  ３ 略 

４ 合併による承継の場合にあっては、合併後存

続する法人又は合併により設立された法人の登

記事項証明書 

５ 分割による承継の場合にあっては、分割によ

り営業を承継した法人の登記事項証明書 

 

１ 略 

  ２ 合併又は分割による承継の場合にあっては、

被承継人及び届出者の登記簿謄本 

  ３ 略 

 

（鳥取県美容師法施行細則の一部改正） 

第５条 鳥取県美容師法施行細則（昭和61年鳥取県規則第24号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（美容所開設者地位承継届出書の様式）

第９条 省令第20条の２第１項、第21条第１項、第22

条第１項及び第22条の２第１項に規定する届出書

は、様式第10号によるものとする。 

 

（美容所開設者地位承継届出書の様式）

第９条 省令第21条第１項、第22条第１項及び第22条

の２第１項に規定する届出書は、様式第10号による

ものとする。 

様式第４号（第４条関係）

美容所開設届 

職 氏 名 様 

 美容所を開設したいので、美容師法第11条第１項の

規定により、次のとおり届け出ます。併せて、その構

造設備について同法第12条の規定に基づく検査を申請

します。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

電話番号 

略 

同一の場所で開設し

ようとする理容所の

開設予定年月日 

 

 

 

年 月 日 

様式第４号（第４条関係）

美容所開設届 

職 氏 名 様 

 美容所を開設したいので、美容師法第11条第１項の

規定により、次のとおり届け出ます。併せて、その構

造設備について同法第12条の規定に基づく検査を申請

します。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

電話番号 

略 

同一の場所で開設し

ようとする理容所の

開設予定年月日 

年 月 日 

美容所の開設者から

当該営業を譲り受け

た者が、変更がない
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添付書類

１～５ 略 

 

事項の記載又は添付

書類の１から４まで

の添付を省略すると

きは、営業の譲渡者

の署名（営業を譲り

受けたことを証する

書類がある場合は不

要） 

添付書類

１～５ 略 

注 美容所の開設者から当該営業を譲り受けたとき

は、管理美容師の欄、従業者の欄、美容所の構造

及び設備の概要の欄、同一の場所で現に開設され

ている理容所の名称の欄若しくは同一の場所で開

設しようとする理容所の開設予定年月日の欄の記

載事項のうち変更がないものの記載を省略し、又

は添付書類の１から４までの書類のうち変更がな

いものの添付を省略することができる。 

様式第10号（第９条関係） 

美容所開設者地位承継届 

職 氏 名 様 

譲渡（相続・合併・分割）により美容所の開設者の

地位を継承したので、美容師法第12条の２第２項の規

定により、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

         生年月日 

         電話番号 

略 

譲渡（相続開始・合併・

分割）年月日 

年 月 日 

添付書類 

１ 譲渡による承継の場合にあっては、次の書類

(１) 営業の譲渡が行われたことを証する書     

 類 

(２) 外国人が届出をする場合にあっては、住

民票の写し（国籍等を記載したものに限

る。） 

様式第10号（第９条関係） 

美容所開設者地位承継届 

職 氏 名 様 

相続（合併・分割）により美容所の開設者の地位を

継承したので、美容師法第12条の２第２項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

         （法人にあっては、主

たる事務所の所在地）

     届出者 氏  名 

         （法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

         生年月日 

         電話番号 

略 

相続開始（合併・分割）

年月日 

年 月 日 

添付書類 
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  ２ 略 

 

 

  ３ 略 

４ 合併による承継の場合にあっては、合併後存

続する法人又は合併により設立された法人の登

記事項証明書 

５ 分割による承継の場合にあっては、分割によ

り営業を承継した法人の登記事項証明書 

１ 略 

  ２ 合併又は分割による承継の場合にあっては、

被承継人及び届出者の登記簿謄本 

  ３ 略 

 

（鳥取県公衆浴場法施行細則の一部改正） 

第６条 鳥取県公衆浴場法施行細則（昭和61年鳥取県規則第42号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（浴場業承継届出書の様式） 

第３条 省令第１条の２第１項、第２条第１項、第３

条第１項及び第３条の２第１項に規定する届書は、

様式第２号によるものとする。 

 

（浴場業承継届出書の様式） 

第３条 省令第２条第１項、第３条第１項及び第３条

の２第１項に規定する届書は、様式第２号によるも

のとする。 

様式第１号（第２条関係）

浴場業許可申請書 

 職 氏 名 様 

 浴場業の許可を受けたいので、公衆浴場法施行規則

第１条の規定により、次のとおり申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

     申請者 氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         生年月日 

電話番号 

略 

公衆浴場の構造設備の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

別添のとおり

添付書類 

１～３ 略 

様式第１号（第２条関係）

浴場業許可申請書 

 職 氏 名 様 

 浴場業の許可を受けたいので、公衆浴場法施行規則

第１条の規定により、次のとおり申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

     申請者 氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         生年月日 

電話番号 

略 

公衆浴場の構造設備の概要 別添のとおり

浴場業を営む者から当該浴

場業を譲り受けた者が、変

更がない事項の記載又は添

付書類の２又は３の添付を

省略する場合にあっては、

営業の譲渡者の署名（営業

を譲り受けたことを証する

書類がある場合は不要） 

添付書類 

１～３ 略 
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注 浴場業を営む者から当該営業業を譲り受けた

ときは、公衆浴場の種類の欄の記載又は添付書

類の２若しくは３の書類のうち変更がないもの

の添付を省略することができる。 

様式第２号(第３条関係) 

浴場業承継届出書 

 職 氏 名 様 

 譲渡（相続・合併・分割）により営業者の地位を承

継したので、公衆浴場法施行規則第１条の２第１項

（第２条第１項・第３条第１項・第３条の２第１項）

の規定により、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

     届出者 氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         生年月日 

電話番号 

略 

譲渡（相続開始・合

併・分割）年月日 

年 月 日 

添付書類 

１ 譲渡による承継の場合にあっては、次の書類

(１) 営業の譲渡が行われたことを証する書類

(２) 届出者が法人の場合にあっては、届出者

の定款又は寄附行為の写し 

２ 略 

  

 

  ３ 略 

４ 合併による承継の場合にあっては、合併後存

続する法人又は合併により設立される法人の定

款又は寄附行為の写し 

５ 分割による承継の場合にあっては、分割によ

り営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写

し 

様式第２号(第３条関係) 

浴場業承継届出書 

 職 氏 名 様 

 相続（合併・分割）により営業者の地位を承継した

ので、公衆浴場法施行規則第２条第１項（第３条第１

項・第３条の２第１項）の規定により、次のとおり届

け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

     届出者 氏  名 

         法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

         生年月日 

電話番号 

略 

相続開始（合併・分割）

年月日 

添付書類 

 

 

 

 

１ 略 

２ 合併又は分割による承継の場合にあっては、

被承継人及び届出者の定款又は寄附行為の写し

  ３ 略 

 

（鳥取県クリーニング業法施行細則の一部改正） 

第７条 鳥取県クリーニング業法施行細則（昭和62年鳥取県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（クリーニング所営業者等の地位承継届出書の様式） （クリーニング所営業者等の地位承継届出書の様式）
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第３条の２ 省令第２条の２第１項、第２条の３第１

項、第２条の４第１項及び第２条の５第１項に規定

する届出書は、様式第３号の２によるものとする。

第３条の２ 省令第２条の２第１項、第２条の３第１

項及び第２条の４第１項に規定する届出書は、様式

第３号の２によるものとする。 

様式第１号（第２条関係）

クリーニング所開設届 

  職 氏 名 様 

クリーニング所を開設したいので、クリーニング業

法第５条第１項の規定により、次のとおり届け出ま

す。併せて、その構造設備について同法第５条の２の

規定に基づく検査を申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

       住  所 

営業者 フリガナ 

氏  名 

（法人にあっては、名称及

び代表者の氏名） 

電話番号 

略 

開 設 予 定 年 月 日 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１～３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

様式第１号（第２条関係）

クリーニング所開設届 

  職 氏 名 様 

クリーニング所を開設したいので、クリーニング業

法第５条第１項の規定により、次のとおり届け出ま

す。併せて、その構造設備について同法第５条の２の

規定に基づく検査を申請します。 

年 月 日 

郵便番号 

       住  所 

営業者 フリガナ 

氏  名 

（法人にあっては、名称及

び代表者の氏名） 

電話番号 

略 

開 設 予 定 年 月 日 年 月 日 

クリーニング所の開設

の届出をした営業者か

ら当該営業を譲り受け

た者が、変更がない事

項の記載又は添付書類

の１の添付を省略する

場合にあっては、営業

の譲渡者の署名（営業

を譲り受けたことを証

する書類がある場合は

不要） 

 

 

 

 

注１～３ 略 

  ４ クリーニング所の開設の届出をした営業者か

ら当該営業を譲り受けたときは、クリーニング

所の従事者数の欄、クリーニング師である従事

者の欄、クリーニング所の構造及び設備の概要

の欄、取扱工程の欄（受取及び引渡しのみを行

うクリーニング所に限る。）若しくはクリーニ

ング業法第３条第３項第５号に規定する消毒を

要する洗たく物の取扱いの有無の欄の記載事項

のうち変更がないものの記載を省略し、又は添

付書類の１の書類（変更がないものに限る。）

の添付を省略することができる。 

添付書類 
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１・２ 略 １・２ 略 

様式第１号の２（第２条関係）  

無店舗取次店営業届 

  職 氏 名 様 

 無店舗取次店を営業したいので、クリーニング業法

第５条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

（法人にあっては、本

店又は主たる事務所の

所在地） 

フリガナ 

営業者 氏  名 

（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

電話番号 

略

営業開始予定年月日 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

１・２ 略 

様式第１号の２（第２条関係）  

無店舗取次店営業届 

  職 氏 名 様 

 無店舗取次店を営業したいので、クリーニング業法

第５条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

（法人にあっては、本

店又は主たる事務所の

所在地） 

 フリガナ 

営業者 氏  名 

（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

電話番号 

略

営業開始予定年月日 年 月 日 

無店舗取次店の営業の

届出をした営業者から

当該営業を譲り受けた

者が、変更がない事項

の記載又は添付書類の

１の添付を省略する場

合にあっては、営業の

譲渡者の署名（営業を

譲り受けたことを証す

る書類がある場合は不

要） 

 

 

 

 

添付書類 

１・２ 略 

注 無店舗取次店の営業の届出をした営業者から

当該営業を譲り受けたときは、営業区域の欄、

無店舗取次店の従事者数の欄、クリーニング師

である従事者の欄、業務用車両の構造の概要の

欄若しくはクリーニング業法第３条第３項第５

号に規定する消毒を要する洗たく物の取扱いの

有無の欄の記載事項のうち変更がないものの記

載を省略し、又は添付書類の１の書類（変更が

ないものに限る。）の添付を省略することがで

きる。 

様式第３号の２（第３条の２関係） 様式第３号の２（第３条の２関係）
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クリーニング所（無店舗取次店）営業者地位承継届

職 氏 名 様 

 譲渡（相続・合併・分割）により営業者の地位を承

継したので、クリーニング業法第５条の３第２項の規

定により、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

（法人にあっては、本

店又は主たる事務所の

所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

生年月日 

電話番号 

略 

譲渡（相続開始・合併・

分割）年月日 

年 月 日 

添付書類 

１ 譲渡による営業者の地位の承継の届出をしよ

うとする者にあっては、営業の譲渡が行われた

ことを証する書類 

２ 略 

  ３ 略 

  ４ 略 

  ５ 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取

次店を営んでいるときは、当該クリーニング所

又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載

した書類 

   (１) クリーニング所又は無店舗取次店の名称

   (２) クリーニング所の所在地又は無店舗取次

店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番

号若しくは車両番号 

   (３) 従事者数 

(４) 従事者中にクリーニング師のある場合

は、その氏名 

クリーニング所（無店舗取次店）営業者地位承継届

職 氏 名 様 

 相続（合併・分割）により営業者の地位を承継した

ので、クリーニング業法第５条の３第２項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

年 月 日 

郵便番号 

         住  所 

（法人にあっては、本

店又は主たる事務所の

所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）

生年月日 

電話番号 

略 

相続開始（合併・分割）

年月日 

添付書類 

 

 

 

１ 略 

  ２ 略 

  ３ 略 

   

（鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正） 

第８条 鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成３年鳥取県規則第28号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。  

改 正 後 改 正 前 
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様式第４号（第５条関係） 

食鳥処理業者地位承継届 

職 氏名 様 

食鳥処理業者の地位を譲渡（相続・合併・分割）に

より承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検

査に関する法律第７条第２項の規定により、次のとお

り届け出ます。 

   年 月 日 

郵便番号 

住所 

フリガナ 

届出者 氏名 

（ 法 人 に あ っ て

は、名称及び代表

者の氏名） 

電話番号 

略 

許可年月日及び番号 年 月 日 第 号 

譲

渡 

譲渡人 住所

氏名

略 

譲渡（相続・合併・分割）

の年月日 

年 月 日 

添付書類 譲渡、相続又は合併若しくは分割の事実

を証する書面（相続人が２人以上あり、か

つ、地位を承継すべきものを選定した場合

にあっては、その旨を証する書面も併せて

添付すること。） 

 

様式第10号（第11条関係） 

届出食肉販売業者届 

職 氏名 様 

脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受けたいの

で、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

第17条第１項第４号の規定により、次のとおり届け出

ます。 

   年 月 日 

郵便番号 

住所 

フリガナ 

届出者 氏名 

（法人にあって 

は、名称及び代表

様式第４号（第５条関係） 

食鳥処理業者地位承継届 

職 氏名 様 

食鳥処理業者の地位を相続（合併・分割）により承

継したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関

する法律第７条第２項の規定により、次のとおり届け

出ます。 

   年 月 日 

郵便番号 

住所 

フリガナ 

届出者 氏名 

（ 法 人 に あ っ て

は、名称及び代表

者の氏名） 

電話番号 

略 

許可年月日及び番号 年 月 日 第 号 

略 

相続（合併・分割）の年月

日 

年 月 日 

添付書類 相続又は合併若しくは分割の事実を証す

る書面（相続人が２人以上あり、かつ、地

位を承継すべきものを選定した場合にあっ

ては、その旨を証する書面も併せて添付す

ること。） 

 

様式第10号（第11条関係） 

届出食肉販売業者届 

職 氏名 様 

脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受けたいの

で、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

第17条第１項第４号の規定により、次のとおり届け出

ます。 

   年 月 日 

郵便番号 

住所 

フリガナ 

届出者 氏名 

（法人にあって 

は、名称及び代表
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者の氏名）

電話番号 

略 

添付書類 食品衛生法施行令（昭和28年政令第229

号）第35条第３号に規定する食肉販売業の

許可を受けていることを証する書類の写し

者の氏名）

電話番号 

略 

添付書類 食品衛生法施行令（昭和28年政令第229

号）第35条第12号に規定する食肉販売業の

許可を受けていることを証する書類の写し

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律

（令和５年法律第52号）の施行の日（以下「改正法施行日」という。）前に旅館業（旅館業法（昭和23年法律

第138号）第２条第１項に規定する旅館業をいう。）を譲り受けた者に係る旅館業法施行細則様式第１号の規

定の適用については、なお従前の例による。 

（鳥取県食品衛生条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

３ 改正法施行日前に食品衛生法（昭和22年法律第233号）第４条第７項に規定する営業（同法第68条第３項に

規定する場合を含む。）を譲り受けた者に係る食品衛生条例施行規則様式第７号の規定の適用については、な

お従前の例による。 

（鳥取県興行場法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

４ 改正法施行日前に興行場法（昭和23年法律第137号）第１条第２項に規定する興行場営業を譲り受けた者に

係る鳥取県興行場法施行細則様式第１号の規定の適用については、なお従前の例による。 

（鳥取県理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

５ 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取県理容師法施行細則様式第４号の規定の適用については、

なお従前の例による。 

（鳥取県美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取県美容師法施行細則様式第４号の規定の適用については、

なお従前の例による。 

（鳥取県公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

７ 改正法施行日前に公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第１条第２項に規定する浴場業を譲り受けた者に係

る改正前の鳥取県公衆浴場法施行細則様式第１号の規定の適用については、なお従前の例による。 

（鳥取県クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

８ 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取県クリーニング業法施行細則様式第１号の規定の適用につ

いては、なお従前の例による。 

（鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

９ 改正法施行日前に食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）第２条第５号に

規定する食鳥処理の事業を譲り受けた者に係る鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細

則様式第１号の規定の適用については、なお従前の例による。 
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宅地造成及び特定盛土等規制法等施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第48号 

宅地造成及び特定盛土等規制法等施行規則の一部を改正する規則 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法等施行規則（令和４年鳥取県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（斜面地の周辺の土地）

第２条 条例第２条第１項第２号の規則で定める土地

は、斜面地の最も高い地点からの水平距離が、当該

斜面地における最も低い地点と最も高い地点の標高

の差（当該差が50メートルを超える場合にあって

は、50メートル）以内の区域にある土地とする。 

（斜面地の周辺の土地）

第２条 条例第２条第３号の規則で定める土地は、斜

面地の最も高い地点からの水平距離が、当該斜面地

における最も低い地点と最も高い地点の標高の差

（当該差が50メートルを超える場合にあっては、50

メートル）以内の区域にある土地とする。 

 

（特定事業） 

第３条 条例第２条第１項第３号の規則で定める事業

は、工作物に係る工事を行う事業であって、当該事

業を行う区域、当該区域に隣接する区域その他一体

の区域として知事が別に定める区域において既に設

置し、又は設置している工作物と合わせた場合にこ

れらの工作物が条例第２条第１項第２号の要件を満

たす事業とする。 

（特定事業） 

第３条 条例第２条第４号の規則で定める事業は、次

に掲げる事業とする。 

 

 

 

 

 

(１) 盛土等に係る工事を行う事業であって、当該

事業を行う区域、当該区域に隣接する区域その他

一体の区域として知事が別に定める区域において

既に施工し、又は施工している盛土等と合わせた

場合にこれらの土地が条例第２条第２号の要件を

満たすもの 

(２) 工作物に係る工事を行う事業であって、当該

事業を行う区域、当該区域に隣接する区域その他

一体の区域として知事が別に定める区域において

既に設置し、又は設置している工作物と合わせた

場合にこれらの工作物が条例第２条第３号の要件

を満たすもの 

（国等の公共的団体） 

第６条 条例第７条第１項第２号の規則で定める公共

的団体は、次に掲げるものとする。 

(１) 西日本高速道路株式会社 

(２) 日本下水道事業団 

(３) 国立研究開発法人森林研究・整備機構 

(４) 公益財団法人鳥取県建設技術センター 
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(５) 公益財団法人鳥取県造林公社 

(６) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年

法律第66号）に基づき設立された土地開発公社 

(７) 西日本旅客鉄道株式会社 

(８) 前各号に掲げる公共的団体のほか、国又は地

方公共団体がその基本財産たる財産の全部若しく

は一部を拠出している法人又はその資本金その他

これに準ずるものを出資している法人であって、

特定事業を行うことに関し、技術基準を遵守する

能力が国又は地方公共団体と同等以上であると知

事が認める法人 

 

（許可を要しない特定事業） 

第６条 条例第７条第１項第２号の規則で定める特定

事業は、建築基準法（昭和25年法律第201号）第６

条に規定する確認済証の交付を受ける必要がある工

作物並びに架空電線路用及び電気事業法（昭和39年

法律第170号）第２条第１項第17号に規定する電気

事業者の保安通信設備用の工作物の設置に係る特定

事業とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（許可を要しない特定事業） 

第７条 条例第７条第１項第３号の規則で定める特定

事業は、次に掲げるものとする。 

 

 

 

 

 

(１) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の規

定による採取計画の認可を受けた採石業者が当該

認可に係る土地の区域（以下「採石認可区域」と

いう。）において行う特定事業 

(２) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の

規定による採取計画の認可を受けた砂利採取業者

が当該認可に係る土地の区域（以下「砂利採取認

可区域」という。）において行う特定事業 

(３) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45

年法律第137号）第８条第１項の許可を受けた者

が設置する一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最

終処分場に限る。）又は同法第15条第１項の許可

を受けた者が設置する産業廃棄物処理施設（産業

廃棄物の最終処分場に限る。）の設置に係る特定

事業 

(４) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条

に規定する確認済証の交付を受ける必要がある工

作物並びに架空電線路用及び電気事業法（昭和39

年法律第170号）第２条第１項第17号に規定する

電気事業者の保安通信設備用の工作物の設置に係

る特定事業 

(５) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第

６項の許可を受けた一般廃棄物処分業者がその事

業の用に供する施設若しくは同法第14条第６項の

許可を受けた産業廃棄物処分業者がその事業の用
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に供する施設又は同法第８条第１項の許可を受け

た者が設置する一般廃棄物処理施設若しくは同法

第15条第１項の許可を受けた者が設置する産業廃

棄物処理施設において、物理的又は化学的に形状

又は性質を改良した土砂（以下「改良土砂」とい

う。）を用いて当該施設の区域において行う特定

事業 

(６) 森林の施業及び管理又は営農その他これらに

類する事業（当該事業を営むために行う土地の造

成及び区画の変更を含む。）に伴う特定事業 

(７) 盛土等を施工した後の土地と事業区域に隣接

する全ての土地との標高の差が１メートル未満と

なる特定事業 

(８) 前各号に掲げるもののほか、斜面地以外の土

地で行う事業であって、斜面の安全の確保、災害

の発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境

の保全に支障が生じるおそれがないものとして、

知事が別に定める特定事業 

 

（特定事業の実施に係る許可の申請） 

第７条 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第７条第３項第５号の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

(１) 略 

(２) 特定工作物の配置計画 

(３) 工作物の水平投影面積及び高さ 

 

(４)・(５) 略 

 

（特定事業の実施に係る許可の申請） 

第８条 略 

２ 略 

３ 前項の規定にかかわらず、都市計画法（昭和43年

法律第100号）第29条第１項若しくは第２項の規定

による開発行為の許可を受けた場合又は知事の定め

るところにより建設発生土の受入地について登録を

行った場合は、別表第２に定めるもののうち知事が

別に定めるものを省略することができる。 

４ 条例第７条第３項第５号の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

(１) 略 

(２) 県特定盛土等の配置計画 

(３) 盛土等の面積及び高さ又は工作物の水平投影

面積及び高さ 

(４)・(５) 略 

 

 （特定事業の届出） 

第９条 条例第７条第４項の規則で定める特定事業

は、都市計画法第29条第１項又は第２項の規定によ

る開発行為の許可（同法第35条の２第１項の規定に

よる変更の許可を含む。第３項において「開発行為

許可」という。）を受けた宅地造成（高さの合計が

２メートル以内となる擁壁を設置するものに限

る。）に係る特定事業その他これらに類するものと

して知事が別に定める事業とする。 
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２ 条例第７条第４項の規定による届出は、次に掲げ

る事項を記載した届出書により行うものとする。 

(１) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、そ

の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

(２) 特定事業の実施予定日及び完了予定日 

(３) 事業区域の所在地及び面積 

(４) 特定事業の目的及び概要 

３ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

(１) 開発行為許可に係る許可証の写し 

(２) 宅地造成を行った区域の位置図、配置図、造

成計画に係る平面図及び断面図 

(３) その他知事が別に定める書類 

  

（事業計画の変更の許可） 

第８条 略 

（事業計画の変更の許可） 

第10条 略 

 

（事業計画の変更の許可を要しない軽微な変更） 

第９条 条例第９条第１項第１号の規則で定める軽微

な変更は、次に掲げるものとする。 

(１) 条例第７条第３項第１号若しくは第２号又は

第７条第３項第５号に掲げる事項の変更 

(２) 次のいずれかに該当する事業計画の変更（斜

面の安全を損ない、災害発生を助長し、又は良好

な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのあ

るものを除く。） 

ア 略 

イ 特定工作物の水平投影面積（高さ15メートル

以上の特定工作物の場合にあっては、事業区域

における当該特定工作物の設置の総数）の２割

以内の減少 

(３) 略 

２ 略 

（事業計画の変更の許可を要しない軽微な変更） 

第11条 条例第９条第１項第１号の規則で定める軽微

な変更は、次に掲げるものとする。 

(１) 条例第７条第３項第１号若しくは第２号又は

第８条第４項第５号に掲げる事項の変更 

(２) 次のいずれかに該当する事業計画の変更（斜

面の安全を損ない、災害発生を助長し、又は良好

な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのあ

るものを除く。） 

ア 略 

イ 県特定盛土等の水平投影面積（高さ15メート

ル以上の特定工作物の場合にあっては、事業区

域における当該特定工作物の設置の総数）の２

割以内の減少 

(３) 略 

２ 略 

 

（事業計画の軽微な変更に係る届出） 

第10条 略 

 

（事業計画の軽微な変更に係る届出） 

第12条 略 

 

（標識に記載する事項等） 

第11条 略 

 

（標識に記載する事項等） 

第13条 略 

 

（着手届） 

第12条 略 

（着手届） 

第14条 略 
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（特定事業の中間検査） 

第13条 条例第12条第１項の中間検査を受けようとす

る者は、特定工程に係る工事の完了後、速やかに次

に掲げる事項を記載した中間検査申請書を知事に提

出しなければならない。 

 

 

(１)～(６) 略 

２・３ 略 

 

 

 

 

４ 条例第12条第１項第２号の規則で定める工程は、

特定工作物の基礎が設計図に定める位置、形状及び

支持力であることを確認できる工程及び次の各号に

掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める工

程とする。 

(１)・(２) 略 

５ 中間検査は、次に掲げる工程ごとに行うものす

る。 

(１) 略 

 

 

 

(２) 条例第12条第１項第２号に掲げる特定工程に

あっては、事業区域において、工事着手日後最も

早い日に設置される工作物を施工する工程及び当

該工作物に５を足した数ごとに設置される工作物

を施工する工程 

（特定事業の中間検査） 

第15条 条例第12条第１項の中間検査を受けようとす

る者は、土砂を仮置きする場合であって知事が安全

上支障がないものと認めたときを除き、特定工程に

係る工事の完了後、速やかに次に掲げる事項を記載

した中間検査申請書を知事に提出しなければならな

い。 

(１)～(６) 略 

２・３ 略 

４ 条例第12条第１項第２号の規則で定める工程は、

県特定盛土に埋設される排水設備が設計図に定める

位置、勾配及び延長であることを確認できる工程と

する。 

５ 条例第12条第１項第３号の規則で定める工程は、

特定工作物の基礎が設計図に定める位置、形状及び

支持力であることを確認できる工程及び次の各号に

掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める工

程とする。 

(１)・(２) 略 

６ 中間検査は、次に掲げる工程ごとに行うものす

る。 

(１) 略 

(２) 条例第12条第１項第２号に掲げる特定工程に

あっては、盛土の高さ５メートル以内ごとに埋設

する排水設備を設置する工程 

(３) 条例第12条第１項第３号に掲げる特定工程に

あっては、事業区域において、工事着手日後最も

早い日に設置される工作物を施工する工程及び当

該工作物に５を足した数ごとに設置される工作物

を施工する工程 

 

（特定事業の完了検査） 

第14条 略 

（特定事業の完了検査） 

第16条 略 

 

（特定工事中の定期的な報告） 

第15条 条例第15条第１項の規則で定める書類は、次

に掲げるものとする。ただし、報告に係る期間中に

特定事業を廃止し、又は完了した場合にあっては、

第１号及び第２号に掲げる書類の添付を要しない。 

 

 

 

(１) 施工した特定工作物のカラー写真（１週間以

内に撮影したものに限る。） 

(２) 報告に係る期間に施工が完了した工作物の部

（特定工事中の定期的な報告） 

第17条 条例第15条第１項の規則で定める書類は、次

に掲げるものとする。ただし、報告に係る期間中に

特定事業を廃止し、又は完了した場合にあっては第

１号及び第２号に掲げる書類の、報告に係る期間に

施工が完了した盛土等及び工作物の部分（以下「出

来形部分」という。）の状況が確認できる場合に 

あっては第４号に掲げる書類の添付を要しない。 

(１) 施工した県特定盛土等のカラー写真（１週間

以内に撮影したものに限る。） 

(２) 出来形部分の状況を撮影したカラー写真（１
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分の状況を撮影したカラー写真（１週間以内に撮

影したものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 略  

２ 条例第15条第１項第６号の規則で定める事項は、

斜面の安全の確保、災害の発生の防止並びに良好な

自然環境及び生活環境の保全のために報告を要する

ものとして、知事が別に定める事項とする。 

 

週間以内に撮影したものに限る。） 

 

(３) 別表第２の15の項に規定する平面図及び同表

の17の項に規定する断面図に、前号の出来形部分

の形状、数量及び寸法を記載した図面 

(４) 報告に係る期間に施工した盛土等で、盛土等

の施工の完了後に技術基準への適合が目視により

確認できない部分について出来形部分の施工の状

況を撮影したカラー写真 

(５) 施工した盛土に用いた土砂が確認できるカラ

ー写真 

(６) 略 

２ 条例第15条第１項第６号の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

 

 

(１) 盛土に用いた土砂の土質 

(２) 事業区域に搬入された土砂の状況 

(３) その他知事が別に定める事項 

 

（特定事業完了後の定期的な報告） 

第16条 条例第15条第２項の規則で定める場合は、次

に掲げる場合とする。 

 

 

 

 

 

(１) 特定事業を行っている間において、事情の変

更により当該特定事業が第６条に規定する特定事

業に該当することとなった場合 

(２) 略 

２ 条例第15条第２項の規則で定める書類は、次に掲

げるものとする。 

 

(１) 施工した特定工作物のカラー写真で、６月以

前に撮影したもの及び１週間以内に撮影したもの 

 

(２) 略 

３ 条例第15条第２項第５号の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

(１) 事業区域における取付道路、排水設備、沈砂

池、調整池その他付属施設及び斜面地の維持管理

の状況 

(２) 略 

（特定事業完了後の定期的な報告） 

第18条 条例第15条第２項の規則で定める場合は、次

に掲げる場合とする。 

(１) 土砂の仮置きであって、特定事業の完了検査

の結果に係る通知（当該特定事業が許可を受けた

事業計画の内容に適合していると認めるものに限

る。）を受け、仮置きした全ての土砂を撤去した

ことを知事が確認した場合 

(２) 特定事業を行っている間において、事情の変

更により当該特定事業が第７条各号のいずれかに

該当することとなった場合 

(３) 略 

２ 条例第15条第２項（同条第３項において準用する

場合を含む。）の規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。 

(１) 施工した県特定盛土等のカラー写真で、６月

以前に撮影したもの及び１週間以内に撮影したも

の 

(２) 略 

３ 条例第15条第２項第５号の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

(１) 事業区域における取付道路、排水設備、沈砂

池、調整池その他付属施設並びに盛土等及び斜面

地の維持管理の状況 

(２) 略 
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（特定事業の承継に係る届出） 

第17条 略 

（特定事業の承継に係る届出） 

第19条 略 

 

（特定工作物の廃止時検査） 

第18条 略 

２ 前項の規定により提出する書類には、工事の状況

を示すカラー写真（特定工作物の撤去の状況及び斜

面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環

境若しくは生活環境の保全のために講じられた措置

の状況がわかるものに限る。）その他知事が別に定

める書類を添付しなければならない。 

（県特定盛土等の廃止時検査） 

第20条 略 

２ 前項の規定により提出する書類には、工事の状況

を示すカラー写真（県特定盛土等の撤去の状況及び

斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然

環境若しくは生活環境の保全のために講じられた措

置の状況がわかるものに限る。）その他知事が別に

定める書類を添付しなければならない。 

 

（保証金の預入） 

第19条 略 

２・３ 略 

４ 増加額の預入は、条例第９条第３項において準用

する条例第７条第２項の許可申請書又は第10条の届

出書（以下この項において「変更許可申請書等」と

いう。）を提出する前に預入するものとする。ただ

し、中小企業者又は個人事業者は、変更に係る工事

に着手する日から変更後の特定工事の期間が終了す

るまでの期間（以下「残工事期間」という。）が３

年以上ある場合、変更許可申請書等を提出する前に

増加額の２分の１に相当する額以上の額を預入し、

増加額にかかる残額及び事業計画を変更する前の算

定額の未預入額の合計額を残工事期間の年数（１年

未満の端数は切り捨てるものとする。）で除して得

た額（1,000円未満の端数がある場合はこれを切り

捨てた額）を条例第９条第１項の許可を受け、又は

第10条の届出書を提出した年度から毎年度３月31日

（最終の預入にあっては、特定工事の期間が終了す

る６月前までの日）までに預入することができる。 

５ 略 

 

（保証金の預入） 

第21条 略 

２・３ 略 

４ 増加額の預入は、条例第９条第３項において準用

する条例第７条第２項の許可申請書又は第12条の届

出書（以下この項において「変更許可申請書等」と

いう。）を提出する前に預入するものとする。ただ

し、中小企業者又は個人事業者は、変更に係る工事

に着手する日から変更後の特定工事の期間が終了す

るまでの期間（以下「残工事期間」という。）が３

年以上ある場合、変更許可申請書等を提出する前に

増加額の２分の１に相当する額以上の額を預入し、

増加額にかかる残額及び事業計画を変更する前の算

定額の未預入額の合計額を残工事期間の年数（１年

未満の端数は切り捨てるものとする。）で除して得

た額（1,000円未満の端数がある場合はこれを切り

捨てた額）を条例第９条第１項の許可を受け、又は

第12条の届出書を提出した年度から毎年度３月31日

（最終の預入にあっては、特定工事の期間が終了す

る６月前までの日）までに預入することができる。 

５ 略 

 

（公共的団体） 

第20条 条例第23条第１項第２号の規則で定める公共

的団体は、次に掲げるものとする。 

(１) 西日本高速道路株式会社 

(２) 日本下水道事業団 

(３) 国立研究開発法人森林研究・整備機構 

(４) 公益財団法人鳥取県造林公社 

(５) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年

法律第66号）に基づき設立された土地開発公社 

 



  令和５年 12月 28日 木曜日     鳥 取 県 公 報             号外第 100号   

- 32 - 

(６) 西日本旅客鉄道株式会社 

(７) 中国電力株式会社 

(８) 前各号に掲げる公共的団体のほか、国又は地

方公共団体がその基本財産たる財産の全部若しく

は一部を拠出している法人又はその資本金その他

これに準ずるものを出資している法人であって、

特定事業を行うことに関し、技術基準を遵守する

能力が国又は地方公共団体と同等以上であると知

事が認める法人 

 

（許可を要しない土砂の搬出） 

第21条 条例第23条第１項第３号の規則で定める土砂

の搬出は、次に掲げるものとする。 

(１) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の規

定による採取計画の認可を受けた採石業者が当該

認可に係る土地の区域において採取した土砂の搬

出 

(２) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の

規定による採取計画の認可を受けた砂利採取業者

が当該認可に係る土地の区域において採取した土

砂の搬出 

(３)・(４) 略 

(５) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45

年法律第137号）第７条第６項の許可を受けた一

般廃棄物処分業者がその事業の用に供する施設若

しくは同法第14条第６項の許可を受けた産業廃棄

物処分業者がその事業の用に供する施設又は同法

第８条第１項の許可を受けた者が設置する一般廃

棄物処理施設若しくは同法第15条第１項の許可を

受けた者が設置する産業廃棄物処理施設におい

て、物理的又は化学的に形状又は性質を改良した

土砂の搬出 

(６)～(８) 略 

（許可を要しない土砂の搬出） 

第22条 条例第23条第１項第３号の規則で定める土砂

の搬出は、次に掲げるものとする。 

(１) 採石認可区域において採取した土砂の搬出 

 

 

 

(２) 砂利採取認可区域において採取した土砂の搬

出 

 

 

(３)・(４) 略 

(５) 改良土砂の搬出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)～(８) 略 

 

（搬出事業計画書） 

第22条 略 

 

（土砂の処分区域） 

第23条 条例第23条第３項第２号アの規則で定める区

域は、次の各号に定めるものとする。 

(１) 略 

(２) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条

第１項又は第２項の規定による開発行為の許可を

受けた工事を現に行っている区域 

(３)～(５) 略 

（搬出事業計画書） 

第23条 略 

 

（土砂の処分区域） 

第23条の２ 条例第23条第３項第２号アの規則で定め

る区域は、次の各号に定めるものとする。 

(１) 略 

(２) 都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に

よる開発行為の許可を受けた工事を現に行ってい

る区域 

(３)～(５) 略 
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（搬出事業計画の変更等）

第24条 略 

２ 条例第24条第１項第４号の規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

(１) 略 

(２) 第22条第３項第１号に掲げる事項 

(３) 略 

３ 略 

 

（搬出事業計画の変更等）

第24条 略 

２ 条例第24条第１項第４号の規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

(１) 略 

(２) 前条第３項第１号に掲げる事項 

(３) 略 

３ 略 

（許可台帳の記載事項）

第27条 条例第32条の台帳には、次の各号に掲げる台

帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を

記載しなければならない。 

 (１) 略 

(２) 特定事業の定期的な報告に係る台帳 次に掲

げる事項 

ア～オ 略 

カ 特定事業を完了し、又は廃止した後の定期報

告にあっては、特定工作物の維持管理に係る不

備又は異変の概要 

キ 略 

(３) 略 

（許可台帳の記載事項）

第27条 条例第32条の台帳には、次の各号に掲げる台

帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を

記載しなければならない。 

 (１) 略 

(２) 特定事業の定期的な報告に係る台帳 次に掲 

げる事項 

ア～オ 略 

カ 特定事業を完了し、又は廃止した後の定期報

告にあっては、県特定盛土等の維持管理に係る

不備又は異変の概要 

キ 略 

(３) 略 

 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

１ 斜面の安全の確保その他災害の発生の防止に関す

る事項 

１ 斜面の安全の確保その他災害の発生の防止に関す

る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県特定盛

土に関す

る基準 

(１) 事業区域内の斜面については、

雨水、風化その他の自然現象による

浸食又は崩壊を防止するための適切

な措置を講ずること。 

(２) 県特定盛土その他の行為により

斜面が生じる地盤については、小段

又は排水設備の設置その他適切な措

置を講ずること。 

(３) 事業区域内の全ての地盤には、

雨水を含む地表水その他の水（以下

「地表水等」という。）を排水施設

まで適切に流下できるように勾配を

付すること。 

(４) 事業区域内の地表水等が適切に

排水されるよう、知事が別に定める

基準を満たす能力及び構造を有する

排水設備を設置すること。 
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(１) 特定工作物を設置する斜面の傾斜度は、水平

面に対して30度以下とすること。 

(２) 事業区域内の斜面については、雨水、風化そ

の他の自然現象による浸食又は崩壊を防止するた

めの適切な措置を講ずること。 

(３) 盛土その他の行為により斜面が生じる地盤に

ついては、小段又は排水設備の設置その他適切な

措置を講ずること。 

(４) 事業区域内の全ての地盤には、地表水等を排

(５) 事業区域内の地表水等に対応し

た沈砂池、調整池その他の施設を適

切に設置すること。 

(６) 特定工事については、工事中に

おける災害の発生を防止するため、

工事を行う場所の気象、地形、地質

その他の自然条件、周辺の環境その

他の事情を考慮し、適切な工事時期

及び工法によること。 

特定工作

物に関す

る基準 

(１) 特定工作物を設置する斜面の傾

斜度は、水平面に対して30度以下と

すること。 

(２) 事業区域内の斜面については、

雨水、風化その他の自然現象による

浸食又は崩壊を防止するための適切

な措置を講ずること。 

(３) 県特定盛土その他の行為により

斜面が生じる地盤については、小段

又は排水設備の設置その他適切な措

置を講ずること。 

(４) 事業区域内の全ての地盤には、

地表水等を排水施設まで適切に流下

できるように勾配を付すること。 

(５) 事業区域内の地表水等が適切に

排水されるよう、知事が別に定める

基準を満たす能力及び構造を有する

排水設備を設置すること。 

(６) 事業区域内の地表水等に対応し

た沈砂池、調整池その他の施設を適

切に設置すること。 

(７) 特定工事については、工事中に

おける災害の発生を防止するため、

工事を行う場所の気象、地形、地質

その他の自然条件、周辺の環境その

他の事情を考慮し、適切な工事時期

及び工法によること。 
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水施設まで適切に流下できるように勾配を付する

こと。 

(５) 事業区域内の地表水等が適切に排水されるよ

う、知事が別に定める基準を満たす能力及び構造

を有する排水設備を設置すること。 

(６) 事業区域内の地表水等に対応した沈砂池、調

整池その他の施設を適切に設置すること。 

(７) 特定工事については、工事中における災害の

発生を防止するため、工事を行う場所の気象、地

形、地質その他の自然条件、周辺の環境その他の

事情を考慮し、適切な工事時期及び工法によるこ

と。 

２ 特定工作物の構造の安全性に関する事項 ２ 県特定盛土等の構造の安全性に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 工作物の構造は、自重、地震荷重、風圧荷重

及び積雪荷重に対して安全であること。 

(２) 工作物に付属する構造物が、沈下、浮き上が

り、転倒又は横移動が生じないように地盤に定着

させるとともに、腐食、腐朽及び摩耗しにくい材

料を使用するなどの措置を講ずること。 

県特定盛

土に関す

る基準 

(１) 盛土等の構造が、地表水等に対

して安全であること。 

(２) 盛土等が地表水等により侵食

し、又は崩壊しないように、適切な

工法により施工するとともに、盛土

等の安定に適した材料を使用するな

どの措置を講ずること。 

特定工作

物に関す

る基準 

(１) 工作物の構造は、自重、地震荷

重、風圧荷重及び積雪荷重に対して

安全であること。 

(２) 工作物に付属する構造物が、沈

下、浮き上がり、転倒又は横移動が

生じないように地盤に定着させると

ともに、腐食、腐朽及び摩耗しにく

い材料を使用するなどの措置を講ず

ること。 

３ 略 ３ 略 

４ 維持管理に関する事項 ４ 維持管理に関する事項 

 

 

 

 

 

 

県特定盛

土に関す

る基準 

(１) 法令に基づいて、適切に保守点

検及び維持管理が行われること。 

(２) 維持管理及び事業区域の保全に

要する費用を確保すること。 

(３) 事業区域について、整地、緑

化、修景その他災害発生の防止並び

に良好な自然環境及び生活環境の保
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(１) 法令に基づいて、適切に保守点検及び維持管

理を行うこと。 

(２) 維持管理及び事業区域の保全に要する費用を

確保すること。 

(３) 工作物の撤去に要する費用を確保すること。 

(４) 不要となった工作物を速やかに撤去し、撤去

によって生じた廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に

関する法律その他関係法令に従い、適切に処理を

行うこと。 

(５) 事業区域について、整地、緑化、修景その他

災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環

境の保全に必要な措置を講ずること。 

全に必要な措置を講ずること。

特定工作

物に関す

る基準 

(１) 法令に基づいて、適切に保守点

検及び維持管理を行うこと。 

(２) 維持管理及び事業区域の保全に

要する費用を確保すること。 

(３) 工作物の撤去に要する費用を確

保すること。 

(４) 不要となった工作物を速やかに

撤去し、撤去によって生じた廃棄物

は廃棄物の処理及び清掃に関する法

律その他関係法令に従い、適切に処

理を行うこと。 

(５) 事業区域について、整地、緑

化、修景その他災害発生の防止並び

に良好な自然環境及び生活環境の保

全に必要な措置を講ずること。 

５ 略 ５ 略 

 

別表第２（第７条、第15条関係） 別表第２（第８条、第17条関係） 

添付すべき

書類 

縮尺 記載すべき事項又は提出すべ

き書類 

略 

15 平面図 略 特定工作物の形状、寸法、材

料の種別、仕上げ方法及び色

彩 

16 立面図 略 特定工作物の形状、材料の種

別、仕上げ方法及び色彩 

17 断面図 略 (１) 特定工作物の形状及び

高さ 

(２)・(３) 略 

略 

19 造成計 略 (１) 方位 

添付すべき

書類 

縮尺 記載すべき事項又は提出すべ

き書類 

略 

15 平面図 略 県特定盛土等の形状、寸法、

材料の種別、仕上げ方法及び

色彩 

16 立面図 略 県特定盛土等の形状、材料の

種別、仕上げ方法及び色彩 

17 断面図 略 (１) 県特定盛土等の形状及

び高さ 

(２)・(３) 略 

略 

19 造成計 略 (１) 方位 
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画平面図 (２) 事業区域の境界 

(３) 特定工事を行う土地の

位置及び形状 

(４) 特定工事を行った後の

地盤面の計画高 

(５) 斜面、崖又は擁壁の位

 置 

(６) 法面の保護の方法 

 

 

 

 

 

 

20 略 

21 斜面の

断面図 

50 分

の １

以上 

(１) 斜面の高さ、勾配及び

土質 

(２) 盛土等を行う前後の地

盤面 

(３) 斜面の保護の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 略 

23 略 

24 略 

25 略 

26 略 

27 略 

画平面図 (２) 事業区域の境界 

(３) 特定工事を行う土地の

位置及び形状 

(４) 特定工事を行った後の

地盤面の計画高 

(５) 斜面、崖又は擁壁の位

 置 

(６) 法面の保護の方法 

(７) 縦横断線の位置 

20 造成計

画縦横断

図 

1,000

分 の

１ 以

上 

(１) 事業区域の境界 

(２) 盛土等を行う前後の地

盤面 

(３) 斜面、崖又は擁壁の位

 置 

(４) 法面の保護の方法 

21 略 

22 斜面の

断面図 

50 分

の １

以上 

(１) 斜面の高さ、勾配及び

土質 

(２) 盛土等を行う前後の地

盤面 

(３) 斜面の保護の方法 

23 擁壁そ

の他構造

物の図面 

50 分

の １

以上 

(１) 擁壁の寸法及び勾配 

(２) 擁壁の材料の種別及び

寸法 

(３) 裏込めコンクリートの

寸法 

(４) 透水層の位置及び寸法 

(５) 水抜穴の位置、材料及

び内法の寸法 

(６) 擁壁を設置する前後の

地盤面 

(７) 基礎地盤の土質 

(８) 基礎ぐいの位置、材料

及び寸法 

24 略 

25 略 

26 略 

27 略 

28 略 

29 略 

様式第１号（第11条関係） 略 様式第１号（第13条関係） 略 

様式第２号（第17条関係） 略 様式第２号（第19条関係） 略 
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   附 則 

この規則は、鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例（令和５年鳥取県条例第

30号）第２条の規定の施行の日から施行する。 
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告 示

鳥取県告示第608号 

 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第10条第１項及び第26条第１項の規定により、宅地

造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を次のとおり指定する。 

  令和５年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

１ 区域の表示 

  次の図のとおりとする。 

２ 指定年月日 

令和６年１月１日 

（「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課に備え置いて縦覧に供す

る。） 

                                                    

労 働 委 員 会 告 示

鳥取県労働委員会告示第１号 

労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規則第１号）第68条第１項の規定により、鳥取県労働委員会あっせ

ん員候補者の氏名、閲歴等を次のとおり告示する｡ 

  令和５年12月28日 

鳥取県労働委員会会長 三  谷  裕 次 郎   

氏   名 住 所 現      職      等 委 嘱 年 月 日 

石 黒   豊 境港市 元鳥取県労働委員会委員

元鳥取県議会議員 

令和５年10月25日 

入 江 裕 之 鳥取市 鳥取県労働委員会委員

特定社会保険労務士 
〃

浦 木 恵 子 
〃

元鳥取県労働委員会委員

臨床心理士 
〃

門 脇 裕 之 米子市 元鳥取県労働委員会委員

特定社会保険労務士 
〃

小 林 幹 子 鳥取市 鳥取県労働委員会委員

臨床心理士 
〃

佐々木 登美雄 〃 元鳥取県労働委員会事務局次長兼審査調整課長 〃

清 水 奈 月 米子市 鳥取県労働委員会委員

弁護士 
〃

道 前   緑 倉吉市 鳥取県労働委員会委員（会長代理）

鳥取短期大学生活学科情報・経営専攻教授 
〃

長 井 いずみ 鳥取市 鳥取地方裁判所民事調停委員

税理士 
〃

濱 田 由紀子 倉吉市 元鳥取県労働委員会委員

弁護士 
〃

三 谷 裕次郎 鳥取市 鳥取県労働委員会委員（会長）

弁護士 
〃

安養寺 淑 枝 
〃

元鳥取県労働委員会委員

元トミタ電機労働組合執行役員 
〃
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江 口 真 也 八頭郡 全日本自治団体労働組合鳥取県本部書記 〃

澤 田 陽 子 東伯郡 鳥取県労働委員会委員

全日本自治団体労働組合鳥取県本部特別執行委員
〃

寺 田 真 里 
〃

鳥取県労働委員会委員

日本労働組合総連合会鳥取県連合会副事務局長 
〃

本 川 博 孝 倉吉市 鳥取県労働委員会委員

元日本労働組合総連合会鳥取県連合会会長 
〃

矢 田 仁 志 
〃

鳥取県労働委員会委員

私鉄中国地方労働組合日ノ丸自動車支部顧問 
〃

山 崎   睦 

 

米子市 鳥取県労働委員会委員

全日本運輸産業労働組合連合会鳥取県連合会執

行委員長 

〃

稲 井 幾 子 倉吉市 元鳥取県労働委員会委員

株式会社いない特別顧問 
〃

江 尻 敏 美 境港市 元鳥取県労働委員会委員

一般社団法人境港水産振興協会専務理事 
〃

岸 田 隆 志 鳥取市 鳥取県労働委員会委員

泊綜合食品株式会社代表取締役 
〃

柴 田 耕 志 倉吉市 倉吉商工会議所理事・事務局長 〃

竹 上 順 子 米子市 鳥取県労働委員会委員

株式会社インタープロス代表取締役 
〃

名 越 あけみ 倉吉市 鳥取県労働委員会委員

株式会社ホテルセントパレス倉吉常務取締役 
〃

西 本 行 克 鳥取市 鳥取県労働委員会委員

一般社団法人鳥取県経営者協会専務理事 
〃

宮 城 定 幸 
〃

元鳥取県労働委員会委員

元一般社団法人鳥取県経営者協会専務理事 
〃

三 輪 昌 輝 境港市 鳥取県労働委員会委員

三光株式会社代表取締役社長 
〃

森 田 豊 充 米子市 米子商工会議所専務理事 〃

横 山 憲 昭 鳥取市 鳥取商工会議所事務局長 〃

太 田 裕 司 〃 鳥取県労働委員会事務局長 令和４年４月１日

前 田 史 朗 〃 鳥取県労働委員会事務局次長兼審査調整課長 令和５年４月１日

 

 


